
 ○ 「現況調査」、「事業計画」、ヒアリングを基に、「基金」の活用状況等を整理。 

消費生活センター設置：３年間で２２３か所増加 

 ○ ２１年： ５０１か所 
 ○ ２２年： ６１１か所 （＋１１０か所） 
 ○ ２３年： ６８４か所 （＋ ７３か所） 
 ○ ２４年： ７２４か所 （＋ ４０か所） 

相談窓口設置市町村：３年間で２２８増加（センター含む） 

 ○２１年： １，３７５自治体 
 ○２２年： １，４９０自治体 （＋１１５自治体） 
 ○２３年： １，５８０自治体 （＋ ９０自治体） 
 ○２４年： １，６０３自治体 （＋ ２３自治体） 
    
【相談窓口の未設置状況】 
  ２４年 １１９市町村（未設置率： ６．９％）１５．５ポイント減 
 ←２１年 ３９６市町村（未設置率：２２．４％ 
  
【市町村（政令市含む）における相談窓口の人口カバー状況】 
  ２４年 ９９．０％（４．０ポイント増） ←２１年 ９５．０％ 

 
※各年４月１日 
※広域連合、一部事務組合または広域的連携により相談窓口（消費生活センター含む）を設置した管
内自治体については、設置自治体として整理。 

相談員の増員：３年間で５９１名増員 

○ ２１年：２，８００名（２，１４０名（７６．４％）） 

○ ２２年：３，１４６名（２，３２８名（７４．０％）） 

○ ２３年：３，３２１名（２，４９０名（７５．０％）） 

○ ２４年：３，３９１名（２，５６９名（７５．８％））  

メニュー別「地方消費者行政活性化基金」活用状況 

（21から23年（※）までの累計） 

○消費生活センター・相談窓口設置・・・・・・２２．１％ 

○消費生活相談員養成、研修開催・参加支援・・１０．５％ 

○相談員配置・増員等・・・・・・・・・・・・１４．７％ 

○相談窓口高度化・・・・・・・・・・・・・・ １．９％ 

○消費者教育・啓発・・・・・・・・・・・・・３７．１％ 

○商品テスト強化・・・・・・・・・・・・・・ ３．５％ 

○地方苦情処理委員会活性化・・・・・・・・・ ０．０％ 

○食品表示・安全機能強化・・・・・・・・・・ ２．６％ 

○オリジナル事業・・・・・・・・・・・・・・ ７．５％ 
 ※平成23年度は事業計画ベースの見込額 

 

消費者行政予算 

平成２４年７月現在 

相談員の処遇改善：３年間でのべ３４３自治体で報酬引上げ 

○ ２１年４月２日～２２年４月１日：１０２自治体 （１０都道府県、９２市町村） 

○ ２２年４月２日～２３年４月１日：１３０自治体 （１１都道府県、１１９市町村） 

○ ２３年４月２日～２４年４月１日：１１１自治体 （５都道府県、１０６市町村） 

 

          （合計）      （基金）  （自主財源）                                                                                                                                     

  ○２１年度 ： １６４億円  ４３億円  １２２億円              

  ○２２年度 ： １９４億円  ６９億円   １２５億円              

  ○２３年度 ： ２０７億円  ７０億円   １３７億円 

  ○２４年度※： １９４億円  ５７億円   １３７億円  
  

   【消費者行政予算のない市町村数】 

   ⇒２４年度当初予算：１３０市町村（全市町村に対する割合：７．５％） 

    （２１年度最終予算：２２３市町村（       〃      ：１２．９％））                     

地方消費者行政の現状 

※各年４月１日 

※括弧内は資格保有者数と割合 

※各年４月１日 

※２４年度のみ当初予算 
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各年４月１日現在

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
増減

(H21.4.1か

らの比較)

1,375 1,490 1,580 1,603 228

77.6% 86.1% 91.4% 93.1%

379 525 636 725 346

うち単独設置 348 462 536 577 229

　　広域連携※ 31 63 100 148 117

996 965 944 878 △ 118

うち単独設置 989 959 939 869 △ 120

　　広域連携※ 7 6 5 9 2

396 241 148 119 △ 277

22.4% 13.9% 8.6% 6.9%

1,771 1,731 1,728 1,722 △ 49

※ 広域連合、一部事務組合または広域的連携により相談窓口(消費生活センター含む)を

　 設置した管内自治体については、設置自治体として整理。

(参考)市区町村数

相談窓口設置の市区町村数

(設 置 率)

うちセンター設置

うち相談窓口設置

相談窓口未設置の市区町村数

(未設置率)

単位（円） 各年４月１日現在

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
増減

(H21.4.1か

らの比較)

全自治体 1,471 1,485 1,499 1,507 36

都道府県 1,347 1,381 1,443 1,466 119

政令市 1,546 1,612 1,657 1,650 104

市区町村 1,547 1,507 1,500 1,503 △ 44

各年４月１日現在

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
増減

(H21.4.1か

らの比較)

5,190 5,226 5,180 5,182 △ 8

うち専任職員 1,494 1,570 1,588 1,560 66

28.8% 30.0% 30.7% 30.1%

うち兼務職員 3,696 3,656 3,592 3,622 △ 74

71.2% 70.0% 69.3% 69.9%

事務職員数

各年４月１日現在

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
増減

(H21.4.1か

らの比較)

2,800 3,146 3,321 3,391 591

うち資格保有 2,140 2,328 2,490 2,569 429

76.4% 74.0% 75.0% 75.8%

うち資格未保有 660 818 831 822 162

23.6% 26.0% 25.0% 24.2%

消費生活相談員数

（１）消費生活センター数：３年間で２２３カ所増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市区町村（政令市を除く）における相談窓口（消費生活センター 

   含む）の設置状況：３年間で２２８自治体増加 

各年４月１日現在

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
増減

(H21.4.1か

らの比較)

501 611 684 724 223

都道府県 123 116 113 110 △ 13

政 令 市 26 30 30 31 5

市区町村 351 462 538 579 228

広域連合、一部事務組合 1 3 3 4 3

合　　計

（１）消費生活相談員の配置：３年間で５９１名の増員 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消費者行政担当の事務職員数の配置 

地方消費者行政の現状・ポイント 
平成25年２月 

 １．相談窓口の状況  ２．消費者行政担当職員の配置状況 

※ 赤枠内は「平成24年度 地方消費者行政の現況調査（第２次）」の調査結果 

 ３．消費生活相談員の処遇等の状況 

（１）消費生活相談員の平均報酬額（１時間あたりの報酬単価） 

（参考） 
地方消費者行政の現況調査 

 24年度第２次調査結果 
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単位（百万円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
増減

(H21年度から

の比較)

16,439 19,350 20,708 19,409 2,970

うち基金 4,263 6,891 6,986 5,679 1,417

25.9% 35.6% 33.7% 29.3%

うち自主財源 12,177 12,459 13,723 13,730 1,553

74.1% 64.4% 66.3% 70.7%

※ 平成23年度までは最終予算額であり、平成24年度は当初予算額である。

全自治体計

うち

基金活用

うち

基金活用

うち

基金活用

102 34 130 88 111 78

5.7% 33.3% 7.2% 67.7% 6.2% 70.3%

都道府県 10 5 11 7 5 3

21.3% 50.0% 23.4% 63.6% 10.6% 60.0%

政 令 市 10 3 8 4 4 2

52.6% 30.0% 42.1% 50.0% 20.0% 50.0%

市区町村等 82 26 111 77 102 73

4.7% 31.7% 6.4% 69.4% 5.9% 71.6%

※ 各年４月１日現在で前年４月２日以降に、報酬単価引き上げにより、消費生活相談

　 員の処遇改善を図った自治体数と割合。

平成22年 平成23年 平成24年

全　　体

各年４月１日現在

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

18.3% 19.6% 19.1% 18.8% 81.7% 80.4% 80.9% 81.2%

都道府県 31.8% 29.6% 31.3% 30.8% 68.2% 70.4% 68.7% 69.2%

政 令 市 12.1% 12.6% 13.9% 13.1% 87.9% 87.4% 86.1% 86.9%

市区町村等 14.2% 17.1% 15.9% 15.9% 85.8% 82.9% 84.1% 84.1%

全　　体

制限有 制限無

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
増減

(H21年度から

の比較)

市区町村数 223 144 114 130 △ 93

(割合) 12.9% 8.4% 6.6% 7.5%

（２）消費生活相談員の雇用期間の更新回数制限の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）消費生活相談員の処遇改善：３年間で３４３自治体で報酬引き 

   上げ 

地方消費者行政の現状・ポイント 平成25年２月 

 ４．消費者行政予算の状況 

（１）消費者行政予算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）消費者行政予算の無い市区町村数 

※ 赤枠内は「平成24年度 地方消費者行政の現況調査（第２次）」の調査結果 

 ３．消費生活相談員の処遇等の状況 

[参考] メニュー別「地方消費者行政活性化基金」の活用状況 

 ○ 消費生活センター・相談窓口設置 ･･･････････････ ２２．１％       

 ○ 消費生活相談員養成、研修開催・参加支援 ･･･････ １０．５％ 

 ○ 相談員配置・増員等（人件費） ･････････････････ １４．７％ 

 ○ 相談窓口高度化 ･･･････････････････････････････  １．９％ 

 ○ 消費者教育・啓発 ･････････････････････････････ ３７．１％ 

 ○ 商品テスト強化 ･･･････････････････････････････  ３．５％ 

 ○ 地方苦情処理委員会活性化 ･････････････････････  ０．０％ 

 ○ 食品表示・安全機能強化 ･･･････････････････････  ２．６％ 

 ○ オリジナル事業 ･･･････････････････････････････  ７．５％ 

 ※ 平成21年度から23年度までの累計（平成23年度は事業計画ベースの見込額） 
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平成24年4月1日現在

自治体数 割合 自治体数 割合

全自治体計 605 33.7% 1,190 66.3%

都道府県 47 100.0% 0 0.0%

政令市 19 95.0% 1 5.0%

市区町村等 539 31.2% 1,189 68.8%

活用（連携）して
いる自治体

活用（連携）して
いない自治体

平成24年4月1日現在

自治体数 割合 自治体数 割合

全自治体計 285 15.9% 304 16.9%

都道府県 45 95.7% 44 93.6%

政令市 17 85.0% 13 65.0%

市区町村等 223 12.9% 247 14.3%

庁内他部局を集めた
会議等を設置

他の自治体、団体等
との会議等を設置

単位（件）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
増減

(H20年度から

の比較)

1,117,545 1,063,167 1,013,557 982,434 △ 135,111

うちあっせん件数 68,086 73,610 73,000 70,471 2,385

(あっせん率) 6.1% 6.9% 7.2% 7.2%

424,685 404,624 361,013 330,690 △ 93,995

うちあっせん件数 18,423 20,591 19,148 17,669 △ 754

(あっせん率) 4.3% 5.1% 5.3% 5.3%

191,041 182,369 187,135 189,889 △ 1,152

うちあっせん件数 10,291 12,244 13,907 13,258 2,967

(あっせん率) 5.4% 6.7% 7.4% 7.0%

501,819 476,174 465,409 461,855 △ 39,964

うちあっせん件数 39,372 40,775 39,945 39,544 172

(あっせん率) 7.8% 8.6% 8.6% 8.6%

全自治体計

都道府県

政令市

市区町村等

（１）相談・あっせん件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自治体職員、消費生活相談員の研修への参加 

地方消費者行政の現状・ポイント 平成25年２月 

 ５．事業の実施状況 

※ 赤枠内は「平成24年度 地方消費者行政の現況調査（第２次）」の調査結果 

（３）講習等（出前講座を含む）の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）庁内外における連絡会議等の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）外部有識者、専門家の活用（平成23年度） 平成

21年度

平成

23年度

平成

21年度

平成

23年度

平成

21年度

平成

23年度

研修参加自治体数 47 47 19 20 1274 1308

参加していない自治体数 0 0 0 0 461 420

参加していない自治体の割合 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.6% 24.3%

都道府県 政令市 市区町村等

平成

21年度

平成

23年度

平成

21年度

平成

23年度

平成

21年度

平成

23年度

講習等実施自治体数 47 47 19 20 862 908

実施していない自治体数 0 0 0 0 873 820

実施していない自治体の割合 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.3% 47.5%

都道府県 政令市 市区町村等
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◇ これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野（地方消費者行政、
ＤＶ対策、自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり）に対する地方の取組みを支援するために、２２
年度補正予算において１,０００億円が計上され創設。２３年３月に交付決定。 

◇ 地方消費者行政については、２２年度内に約１０億円、加えて、２４年度までには約１５億円が「基金」として
活用される予定。 

 

 ◇ 各都道府県に造成されている「地方消費者行政活性化基金」を通じ、地方自治体の取組を支援。最長２５年度
まで活用可能。 

 ◇ 総額２３１億円をこれまでに措置（２０年度２次補正 １５０億円 ／２１年度１補正 ７２．７億円 ／ ２４年度当初 ５億円（一般会計） ３．６億円（復興特会） 

 ◇ ２４年度補正予算案で、６０．２億円を措置 

 ◇ ２５年度当初予算案では、被災４県を対象にした約７．３億円（復興特会）のほか、基金の仕組みを活用し、国から先駆
的なテーマを提案して、地方自治体と連携して実施する新たな形の事業を実施するために、基金の上積みとして５億円
を措置。 

◆「地方消費者行政活性化基金」の造成 

 

 ◇ 基金を活用した活性化事業に取り組むと同時に、地方自治体の消費者行政予算の充実を図っている。 
  ・２１年度に消費者行政に係る「基準財政需要」を約９０億円から約１８０億円に拡充。 
  ・２３年度に消費者行政に係る「基準財政需要」を約１８０億円から約２２５億円に拡充。  
 

 

 

 

◆地方交付税措置の拡充 

平成21年度は総額で約４３億円、平成22年度は総額で約７０億円、平成23年度は総額で約６９億円、
平成24年度は総額で約６４億円が取り崩される見込み。 

＜都道府県＞ 
 人口170万人の標準団体の基準財政需要：3,000万円 
＜市町村＞ 
 人口10万人の標準団体の基準財政需要：500万円 

平成２０年度 

平成21年度には、都道府県、市町村ともに 
標準団体の基準財政需要を倍増 

＜相談員の年間報酬は約150万円から 
 約300万円に倍増＞ 

平成２１年度～ 

◆「住民生活に光をそそぐ交付金」 

平成23年度には、都道府県、市町村ともに 
標準団体の基準財政需要を約180億円から 
約225億円に増額 

＜相談員の年間報酬は約300万円＞ 

平成２３年度～ 

国による財政支援 
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